
高年齢雇用継続給付
雇用保険の一部に高年齢雇用継続
給付という制度があります。この制度
は、名前のとおり、高年齢（ちょっと失
礼かなぁ・・・）、つまり、シニアの人を
対象にしたものです。
60歳時点の賃金から比較して75%
未満になったときには、雇用保険の給
付金が受け取れる仕組みになってい
ます。再就職して大きく賃金が下がっ
たときに、雇用保険が一定まで補てん
してくれる制度です。
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つなぎ年金 
公的年金の支給年齢は、かつての

60歳から、現在の65歳に段階的に引
き上げられています。もし、退職時期
が60歳であったら、年金を受け取るこ
とができるようになるまでの間どのよ
うにするのか、これがいわゆる”つなぎ
年金”の問題です。
民間の年金保険で、60歳年金支払

開始、年金は5年確定年金といった書
品が販売されていますが、これもつな
ぎ年金の一種です。
高年齢雇用継続給付は、再就職や

嘱託で仕事を続けるシニアの給与水
準が引き下げられ
たときに、雇用保険
という公的保険が
提供する、一種のつ
なぎ年金ということ
になります。

企業側にもメリット
雇用保険が給与の一部を肩代わり

してくれるわけですから、企業側には
メリットしかありません。
公的年金の年金開始年齢の引き上
げに備えて、定年延長や再雇用などを
企業側に求めるだけなら、企業側の
反発もありますが、一部を公的保険で
補てんするわけですから、企業の負担
増も抑えられるというしくみです。
雇用保険の収支が悪化してしまうと
少し不安ですが・・・

1ランク上のシニアライフの話  

雇用保険がシニアの給与の一部を負担  
高年齢雇用継続給付

雇用保険の給付に、高年齢
雇用継続給付という制度が
あります。リタイアしたとき
の賃金と最終就職した後の
賃金が大きくかい離してい
たときに受け取る給付です

1 60歳の時点の賃金が、再就
職後に75%未満に下落した
ときに給付を受けることがで
きます。いわゆる”つなぎ年
金”の公的なしくみと考えて
もよいでしょう

2 従業員を一度退職させて、
再雇用する企業側にとって
も、賃金負担が少なくなり、
大きなメリットを得ることが
できます。問題は雇用保険
の収支ですね
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